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出
張
申
請
窓
口
で
カ
ー
ド

　
　
の
取
得
を
サ
ポ
ー
ト

　

三
木
市
で
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
交
付
申
請
と
マ
イ
キ
ー
Ｉ
Ｄ
取
得
を

サ
ポ
ー
ト
す
る
た
め
、
市
役
所
窓
口
に

加
え
て
、
11
月
か
ら
各
市
立
公
民
館
な

ど
で
出
張
申
請
窓
口
を
開
設
し
ま
す
。

　

各
会
場
と
も
、
2
回
の
巡
回
を
予
定

し
て
お
り
、
1
巡
目
に
は
マ
イ
ナ
ン
バ

ー
カ
ー
ド
の
交
付
申
請
支
援
、
2
巡
目

（
令
和
2
年
2
月
以
降
）
に
は
、
マ
イ

キ
ー
Ｉ
Ｄ
の
取
得
支
援
を
行
う
予
定
で

す
。

市
役
所
窓
口
の
申
請
・
受
取
日
時

▼
市
役
所
　
3
階
市
民
課
：

　
平
日
　
8
時
30
分
〜
17
時

　
第
2
土
曜
　
8
時
30
分
〜
正
午

▼
吉
川
支
所
　
市
民
生
活
課
：

　
平
日
　
8
時
30
分
〜
17
時

【
注
意
】

・
申
請
・
受
取
は
申
請
者
本
人
が
行
う

　

必
要
が
あ
り
ま
す
（
受
付
は
三
木
市

　

に
住
民
票
の
あ
る
方
に
限
る
）。

・
15
歳
未
満
の
方
が
申
請
す
る
場
合
は

　

法
定
代
理
人
（
親
権
者
）
の
同
行
お

　

よ
び
代
理
申
請
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

　
　
　

イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
は
も
う
作

　
　
　

成
さ
れ
ま
し
た
か
？

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
は
、
制
度
開

始
か
ら
約
5
年
が
経
過
し
、
証
明
書
コ

ン
ビ
ニ
交
付
な
ど
の
場
面
で
利
用
で
き

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、
令
和

3
年
に
は
健
康
保
険
証
と
し
て
利
用
可

能
と
な
る
な
ど
、
活
用
の
場
面
は
今
後

さ
ら
に
拡
大
す
る
予
定
で
す
。

　

そ
し
て
、
令
和
2
年
7
月
以
降
に
は
、

今
年
10
月
の
消
費
税
率
引
き
上
げ
に
よ

る
、
家
計
に
与
え
る
影
響
を
緩
和
す
る

こ
と
を
目
的
に
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
を
活
用
し
た
「
マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
事

業
」
が
始
ま
ろ
う
と
し
て
い
ま
す
。

　

今
月
号
で
は
、
新
た
な
消
費
活
性
化

策
で
あ
る
マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
事
業
と
、

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
取
得
方
法
に

つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
所
持
者
を

対
象
と
し
た
新
ポ
イ
ン
ト
制
度

　

マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
と
は
、
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
と
連
携
し
て
、
民
間
の
Ｉ

Ｃ
カ
ー
ド
決
済
や
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
決
済
な

ど
の
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
に
、
前
払

い
（
チ
ャ
ー
ジ
）
す
る
と
、
国
か
ら
プ

レ
ミ
ア
ム
分
と
し
て
上
乗
せ
さ
れ
る
ポ

イ
ン
ト
の
こ
と
で
す
。

マ

　
　
交
付
申
請
窓
口
に
お
持
ち

　
　
い
た
だ
く
も
の

　

申
請
に
は
、
次
の
全
て
が
必
要
で
す
。

①
通
知
カ
ー
ド
の
原
本
（
緑
色
）※
２

②
本
人
確
認
書
類
2
点
（
運
転
免
許
証
、

　

運
転
経
歴
証
明
書
、
パ
ス
ポ
ー
ト
、

　

健
康
保
険
証
、
介
護
保
険
証
、
福
祉

　

医
療
受
給
者
証
、
年
金
手
帳
な
ど
）

③
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
（
所
有
者
の

　

み
）

※
2　

通
知
カ
ー
ド
の
原
本
は
、
申
請
時
に

　
　
　

回
収
し
ま
す
の
で
、
原
本
の
写
し
が

　
　
　

必
要
な
方
は
、
事
前
に
写
し
を
取
っ

　
　
　

て
く
だ
さ
い
。

　
　

そ
の
他
の
申
請
方
法

　

郵
送
や
パ
ソ
コ
ン
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ

ン
、
証
明
写
真
機
で
の
申
請
も
可
能
で

す
。
申
請
方
法
な
ど
に
つ
い
て
は
、
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
総
合
サ
イ
ト

（https://w
w
w
.kojinbango-card.go.

jp/kofushinse/

）
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　
　

カ
ー
ド
の
受
取

【
出
張
申
請
窓
口
で
申
請
の
場
合
】

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
は
本
人
限
定

郵
便
で
ご
自
宅
に
届
き
ま
す
（
約
2
ヶ

月
程
度
）。

　

15
歳
未
満
の
方
の
申
請
や
、
申
請
時

に
書
類
不
備
な
ど
が
あ
っ
た
場
合（
顔

写
真
付
き
の
本
人
確
認
書
類
が
な
か
っ

た
場
合
な
ど
）
は
、
市
役
所
で
の
カ
ー

ド
受
取
を
お
願
い
し
ま
す
。　

　【
市
役
所
窓
口
や
そ
の
他
の
方
法
で

申
請
の
場
合
】

　

市
役
所
か
ら
ご
自
宅
に
「
交
付
通
知

書
」
が
届
き
ま
す
（
約
2
ヶ
月
程
度
）。

　

交
付
通
知
書
が
届
い
た
ら
、
同
封
の

「
交
付
の
お
知
ら
せ
」
に
記
載
さ
れ
て

い
る
必
要
な
も
の
を
ご
持
参
の
上
、
指

定
の
交
付
場
所
（
市
役
所　

3
階
市
民

課
ま
た
は
吉
川
支
所　

市
民
生
活
課
）

へ
お
越
し
く
だ
さ
い
。

来
年
度
に
向
け
て
、
申
請
窓
口
の
混
雑

が
予
想
さ
れ
ま
す
。

お
早
め
の
申
請
を
お
願
い
し
ま
す
。

①

②

志染町公民館

細川町公民館

緑が丘町公民館

別所町公民館

三木南交流センター

中央公民館

自由が丘公民館

口吉川町公民館

青山公民館

吉川町公民館

11月17日（日）
　10時～16時30分

12月1日（日）
　10時～16時30分

12月7日（土）
　14時～20時

12月7日（土）
　14時～20時

12月8日（日）
　10時～16時30分

12月14日（土）
　14時～20時

12月14日（土）
　14時～20時

12月15日（日）
　10時～16時30分

12月21日（土）
　14時～20時

12月21日（土）
　14時～20時

日　　時 会　　場
出張申請窓口の開設予定

■問（市）商工振興課　商業労政係
　　（市）市民課　市民係

マイナンバーカード
ますます便利に！

～2020年7月以降、新ポイント制度が
　スタートします～

マイナポイントをもらったり利用したりするには、マイナンバーカードとマイキーIDの取得が必
要です。取得方法については次ページをご覧ください。

※1　マイキーIDとは、マイナンバーカードと連携したポイントサービスなどを利用する際に必要
　　　となる、利用者が任意に作成するＩＤです。

ICカード決済
QRコード決済
スマホ決済など

前払い分
＋

マイナポイント
（プレミアム分）

前払い分
（チャージ）

マイナポイント
（プレミアム分）

マイナポイント事業のイメージ

店舗・オンラインショッピングなどで利用可能

利用者 国

特集
S P E C I A L
F E A T U R E3

マイナンバーカードと
マイキーID※1を取得
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